
大田市処務規程の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和３年４月１日 

 

大田市長  

 

大田市規則第５６号 

大田市処務規程の一部を改正する規則 

大田市処務規程（平成１７年大田市規則第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１中「 

建設部 事業推進課 事 

都市計画課 都 

建築営繕室 建 

土木課 土 

」を「 

建設部 事業推進課 事 

都市計画課 都 

区画整理推進室 区 

建築営繕課 建 

土木課 土 

」に、「 

消防部 総務課 消総 

予防課 消予 

警防課 消警 

大田消防署 大消 



西部消防署 西消 

」を「 

消防部 総務課 消総 

予防課 消予 

警防課 消警 

通信指令課 消通 

大田消防署 大消 

西部消防署 西消 

」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 


